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１ 対象とする地域 

 

本地域医療再生計画においては、富山医療圏を中心とした地域を対象地域とする。 

富山医療圏は県中央部に位置し、２市２町１村からなり、圏域の面積は1,844.01 k㎡で、

県の43.4％を占める。圏域の総人口は507,191 人（平成20年10月1日現在）で、県全体

の46％である。圏内の許可病床数は平成21年4月現在、6,890床であり、本医療圏の基準

病床数である5,547床と比して1,343床過剰である。 

平成20年4月、本医療圏における地域周産期母子医療センターの富山市民病院が、新

生児科医を含む医師確保が出来なくなりNICU（新生児集中治療室）を休止した。それに

伴い、総合周産期母子医療センターである県立中央病院や周産母子センターである富山

大学附属病院の負荷が極めて高くなっている。一般の小児や産婦人科領域の比較的軽症

な患者の県立中央病院への時間外受診も増加しており、総合周産期母子医療センター従

事の小児科･産婦人科医の負担をさらに増加させている。このため、早急に周産期医療

体制、救急医療体制を立て直す対策を講じる必要があり、本圏を地域医療再生計画の対

象地域としたところである。 

 

２ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は、平成22年1月８日から平成27年度末(施設整備を伴う事業は、

その完了)までの期間を対象として定めるものとする。 

 

３ 現状の分析 

〔救急搬送〕 

(1) 平成20年の富山医療圏における救急搬送件数は15,653件で、平成19年から平成17年

の平均である15,450件から203件（1.3％）増加している。 

(2) 平成20年の救急搬送件数のうち、重症患者（3週間以上の入院を要する）の割合は

約8.8％、中等症患者の割合は約39.4％、軽症患者（入院不要）は約51.2％と、軽症

患者の占める割合が高くなっており、軽症患者の占める割合の県内全体の平均

47.3％と比較しても高い水準にある。 

(3) 平成20年の救急搬送件数のうち、4.6％にあたる726件が新生児・小児であり、県内

平均の4.5％を若干上回っている。 

〔救急医療体制〕 

(4) 一次救急医療体制については、富山市医師会が富山市の委託を受けて運営している

富山市救急医療センターと富山市以外の市町の休日在宅当番医制度により対応して

いるが、夜間は富山市救急医療センターのみでの対応となっている。現在、同セン

ターは施設の老朽化・狭小化等の問題から患者数が飽和状態にある。 

(5) 二次救急医療体制については、富山市民、富山赤十字、済生会富山、厚生連滑川、

かみいち総合、県立中央、富山大学附属の７病院の病院群輪番制で対応している。 

(6) 三次救急医療体制については、県立中央病院の救命救急センターが対応しているが、

時間外の受診者総数の過半数が軽症であり、直接受診者では85％が軽症である。 
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(7) 富山市救急医療センターの患者数は年間約3万3千名であるのに対し、富山市内の輪

番５病院の時間外患者の総計は約5万名、富山大学附属病院を除く富山医療圏の輪番

６病院輪番当番日の時間外受診者は約3万1千名となっている。輪番病院の時間外受

診者の７～８割は軽症患者と推測されている。 

(8) 時間外患者、特に小児は、救急輪番病院の中では富山県立中央病院が最多である。 

〔周産期医療体制〕 

(9) 県全体では、出生場所については、昭和 25 年には「自宅・その他」が 98.2％（全

国：95.4％）だったものが、平成 18年には「病院・診療所」が 99.5％（全国：98.8％）、

「助産所」が 0.2％（全国：1.0％）と、病院・診療所での出生がほとんどという状

況になっている。富山医療圏においてもこの傾向は同様と考えられる。 

(10) 平成 20年の富山医療圏における周産期死亡率は、4.3（出産千対）と、県平均 4.0

を上回っている。また、妊産婦死亡率は当県全域で 0である。 

(11) 平成19年の富山医療圏における低出生体重児（2500g 未満）の出生割合は、10.2％

（425名）と、県平均の9.7％を上回っており、平成15年度の8.9％（404名）と比較

しても、年々増加傾向にある。 

(12) 平成19年の富山医療圏における出生のうち、母親が35歳以上のものの割合は、平

成15年が12.4％（560名）であるのに対して18.1％（754名）と増加している。県平

均は、平成15年が11.2％、平成19年が17.3％となっており、富山医療圏は県内平均

を上回っている。 

(13) ハイリスク分娩は主に、県立中央病院と富山大学附属病院が受け入れているが、

他医療圏からの搬送が増加しており、特に、新川医療圏の地域周産期母子医療セン

ターを担っている黒部市民病院からの両病院への新生児搬送、母体搬送は、平成19

年度の15件に対し平成20年度は18件と増加している。特に、県立中央病院への搬送

件数は、3件から10件へと激増している。 

(14) 富山医療圏内の分娩施設は、平成 21 年 4月現在、12箇所（病院 8、診療所 4）と、

平成 18 年の 13 箇所に比して減少している。また、新川医療圏では 3 箇所から 2 箇

所に減少している。 

(15) 富山医療圏の NICU 病床は、平成 19 年度までは 47 床であったが、平成 20 年 4 月

からは富山市民病院の NICUの休止により 33床に減少した。その後、平成 20年 7月

に県立中央病院において 5床の緊急増床を行い、現在は 38床である。 

(16) 県立中央病院の NICUの利用人数は、平成 15年から平成 19年までの平均が 172人

であるのに対して平成 20年が 202人と増加している。また、富山大学附属病院は各々

111人、100人となっている。富山医療圏全体では、平成 15年から平成 19年までの

平均が 380人、平成 20年が 306人と減少している。 

新川医療圏の地域周産期母子医療センターである黒部市民病院の NICU 利用者は

44人から 57人へ増加している。 

(17) 県立中央病院のNICUの平均在院日数は、平成15年から平成19年までの平均が19.6

日であるのに対して平成 20 年が 26.4 日、富山大学附属病院は各々27.2 日、30.3

日と、共に長期化している。 

(18) 県立中央病院の NICU 一床あたりの搬送受入件数は、平成 19 年度の 6.1 件に対し
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て平成 20年度は 7.5件と増加している。 

(19) 県立中央病院の産婦人科医、小児科医は、平成 19 年が各々8 名、7 名であり、平

成 20 年は各々8 名、8 名である。しかし、両科合計の医師一人当たりに対する搬送

件数は、それぞれ 7.3件、10.8件と増加している。 

〔医療従事者〕 

(20) 富山医療圏の診療従事医師数は、平成18年12月末現在で1,342名、人口10万対では

264名であり、全国平均（206名）を上回っている。また、平成16年12月末の1,304

名に比べ、増加している。 

(21) 診療科別では、内科511名（平成16年末541名）、外科117名（同128名）、小児科132

名（同140名）、産婦人科（産科）51名（同53名）であり、周産期医療と救急医療で

中核を担う診療科は総じて減少している。 

(22) 富山医療圏の就業看護師は平成18年12月末現在で4,641名、人口10万人対では913

名であり全国平均（635名）を上回っている。 

(23) 富山医療圏の就業助産師は、平成18年12月末現在で178名となっており、人口10万

人対では35名であり全国平均（20名）を上回っている。 

(24) 富山医療圏の輪番病院の勤務医の当直回数は月平均3回だが、小児科医は4.4回で

あり、特にNICUを設置している県立中央病院と富山大学附属病院で多くなっており、

それぞれ7.6回、5.2回となっている。産婦人科医については、両病院で、それぞれ

4.2回、6回となっている。 

 

４ 課題 

富山医療圏における地域周産期母子医療センターである富山市民病院の NICU 休止に

より、富山医療圏の周産期医療体制が弱体化している。圏域内の２つの NICU 設置病院

（県立中央、富山大学附属）への人的・物的負担が増大している。さらに、県立中央病

院は、県下全体の総合周産期母子医療センターであるため、同院の機能強化・負担軽減

が富山医療圏と県下全体の周産期医療体制の大きな課題である。 

さらに、富山医療圏に隣接する新川医療圏、特に、新川地域周産期母子医療センター

である黒部市民病院からの搬送患者が多く、これに対する対応も両病院には求められて

いるが、黒部市民病院においても小児・産婦人科を始めとした救急患者が非常に多く、

医師の負担は大きい。 

県立中央病院は県下全体の総合周産期母子医療センターであるため、同院の機能強

化・負担軽減は富山医療圏と県下全体の周産期医療体制維持のためには避けては通れな

い課題である。また、二次救急医療機関への軽症患者の増加は、結果として、ほとんど

の病院の勤務医の過重労働を引き起こし、三次救急である県立中央病院へのさらなる負

荷に繋がっていると考えられる。課題の背景には、周産期医療に携わる専門医・看護師

の恒常的な不足があると考えられ、高度な知識と技量を持った人材を育成する仕組みを

構築する必要があると考えられる。 

〔救急搬送〕 

(1) ３の(1)及び(2)に記載のとおり、救急搬送者は増加し、特に、軽症患者が増加して

いる。このことから、軽症であっても二次救急医療機関を受診する場合が多くある
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ことが考えられ、二次救急医療機関として、輪番制に参加する病院勤務医の負担に

なっているとともに、本来対応すべき救急患者の診療に支障を来しているのではな

いかと考えられる。 

(2) ３の(1)および(3)に記載のとおり、救急搬送件数のうち小児患者の割合が高く、救

急病院の小児科医の負担が大きいことが考えられる。 

〔救急医療体制〕 

(3) ３の(4)および(7)に記載のとおり、夜間の一次救急対応施設は富山市救急医療セン

ターのみであるが、すでに物的・人的に限界の状態であるため、二次救急病院への

軽症患者受診の増加につながる懸念がある。 

(4) ３の(6)に記載のとおり、三次救急医療を担っている県立中央病院においても軽症

者が多く、その機能として求められる最重症患者への対応に対する影響が懸念され

る。 

〔周産期医療体制〕 

(5) ３の(11)および(15)に記載のとおり、ハイリスク児が増加傾向にあるが、NICUは従

前に比べ減少している。 

(6) ３の(16)および(17)に記載のとおり、県立中央病院のNICUの病床利用人数が増加し、

また、県立中央病院と富山県大学附属病院で入院日数が長期化していることから、

県立中央病院および富山大学附属病院への負荷が大きくなっている。 

(7) ３の(13)に記載のとおり、新川医療圏からの搬送により県立中央病院や富山大学附

属病院の負荷が大きくなっている。 

(8) ３の(16)および(17)に記載のとおり、富山医療圏全体で、NICUの利用患者数が減少

しているなかで、NICUへの入院日数が延びており、入院期間の長期化により新規患

者の受入れが困難となる事態も危惧される。 

(9) ３の(19)および(24)に記載のとおり、周産期医療に従事する医師の負担は質・量と

もに非常に大きくなっている。 

〔医療従事者〕 

(10) ３の(20)および(21)に記載のとおり、富山医療圏の医師総数が増加しているなか

で、産婦人科医・小児科医は減少しており、周産期医療に従事する医師の負荷は大

きくなっていっていると考えられる。また、内科・外科といった、救急で中核とな

る診療科の医師も減少しており、救急医療に従事する医師の負荷も大きくなってい

ると考えられる。 

 

５ 目標 

富山医療圏内においてNICUを整備するとともに、県立中央病院は総合周産期母子医療

センターでもあることから、県内全域の地域周産期母子医療センターも含めて周産期医

療機関の機能と連携の強化を図る。また、周産期母子医療センターとしての機能を担う

病院は救急の輪番病院でもあることから、救急医療における関係機関の役割を明確化し、

二次、三次救急医療を担う病院の負荷軽減を図る。 

こうした対応や、高度医療を担う専門医の確保により、将来にわたって持続可能で安

定的な周産期医療体制、救急医療体制の構築とその連携体制を整備する。 
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〔救急搬送〕 

(1) 軽症者の救急車利用を減少させる。 

〔救急医療体制〕 

(2) 富山医療圏の一次救急を担っている富山市救急医療センターは老朽化が激しく、手

狭になっているため、機能強化のための整備を行う。具体的には、富山市救急医療セ

ンターを改築することにより、診療体制を強化し、圏域内の二次輪番病院の時間外軽

症直接受診者を平成25年度末までの間に、平成20年度と比べて20％程度減少させる。

また、在宅診療体制を整備することで患者の状態に合った医療施設での療養を支援し、

二次輪番病院への患者集中を緩和する。 

(3) 新川医療圏の休日夜間急患センターの整備により、黒部市民病院の時間外の小児・

産婦人科を中心とした各診療科の患者の減少と同院全体の負担軽減を図る。また、在

宅診療体制を整備することで患者の状態に合った医療施設での療養を支援し、黒部市

民病院への患者集中を緩和する。 

(4) 救急外来での看護師によるトリアージシステムの構築により、救急医療現場におけ

る医師負担の軽減を図る。 

〔周産期医療体制〕 

(5) 総合周産期母子医療センターである県立中央病院において、NICUおよびMFICUを増

床するなど機能の充実を図る。 

(6) 周産期母子医療センターの後方支援病床として、重度心身障害児等の受入れに対応

できる小児病床を平成25年度までに4床確保する。 

〔医療従事者〕 

(7) 近年の恒常的な医師不足に対応するため、国の「経済財政改革の基本方針2009」に

基づく地域の医療確保等の観点からの医学部入学定員の緊急臨時的定員増の活用や、

修学資金貸与制度、医学部の地域枠の拡大、大学への寄附講座の設置等により、平成

25年度末までの間に、本県内で勤務することが確実な医師を、既存の修学資金貸与制

度利用者で70人、基金を活用した修学資金貸与制度等で10人、計80人程度（うち救急・

周産期医療に従事する医師は20人程度）確保する。 

(8) 富山大学医学部看護学科の定員増、推薦入試の拡大などにより、県内の募集看護師

に対する充足率を平成25年度末までに80％以上とする。 

(9) 富山大学医学部看護学科に寄附講座を設置し、周産期医療や在宅医療に従事する看

護師の養成と資質向上を図る。 
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６ 具体的な施策 

 

（１）  県全体で取り組む事業 

 

 【看護職員確保対策】 

  総事業費 １０２，６８３千円（基金負担分 １００，６３７千円） 

 

 （目的） 

本県の看護職員需要は質・量ともに増大傾向にあり、各病院における確保が厳しい状況

にある。その原因のひとつとして、4 年制看護大学への進学を希望する学生が県外大学に

進学し、そのまま県外の医療機関に就業する傾向が高いことがあげられる。このため、県内

唯一の看護学に関する高等教育を行う 4 年制看護大学である富山大学医学部の看護学科

の定員増にあわせ、修学資金貸与制度を拡充し、県内医療機関就業へのインセンティブ付

与を図る。 

また、看護職員の職域は福祉施設や在宅看護へと活動領域が拡大しており、看護職員の

確保や資質向上が喫緊の課題である。このため、看護職員の確保のための小中高校生へ

の普及啓発や看護師等養成学校へのシミュレータの配備など資質向上に資する事業も展

開する。 

 

 （各種事業） 
 

① 看護師の地元定着を促進するための看護学生修学資金貸与事業 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ８２，７９５千円 （基金負担分 ８０，７４９千円） 
 

平成 22年度からの富山大学医学部看護学科 20名の増員にあわせ、修学資金貸与

制度を拡充し、同大学において養成された看護師等の地元定着を促進する。 

この取組みをはじめとした一連の看護師確保対策事業の推進により、平成 25年度末

までに県内病院に勤務する看護師数を 20名確保することを目標とする。（平成 35年度

までには、県内病院に勤務する看護師数を 200名増加させることを目標とする。） 

 

② 看護普及推進事業 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 ３，２００千円（基金負担分  ３，２００千円） 

  今後、年尐人口の一層の減尐が見込まれるなか、看護職員養成機関への入学者を

確実に確保するため、小中高生への出前講座や看護体験学習等を実施し、看護の普

及啓発を行う。 

 

③ 看護師等養成所実習教育機材整備事業 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 １６，６８８千円（基金負担分 １６，６８８千円） 
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 看護学生の現場対応力や資質向上のため、看護師等養成所が実践的な講義が可

能となるよう実習シミュレーター等の資機材整備を行う。 

 

 【勤務医等の処遇の改善】 

  総事業費 ５３８，９５９千円 

（基金負担分 １２，０００千円、国庫補助負担分 １４８，９１８千円、県負担分 １４２，２０７千

円、事業者負担分 ２３５，８３４千円） 

  

 （目的） 

分娩を取り扱う医療機関や、産科・産婦人科を担う医師が減尐している状況に鑑み、そうし

た医師らの過重労働に関しその処遇や勤務環境の改善を図ることにより、人材の確保につ

なげる。また、ベテラン看護師など、コ・メディカルを中心とした既存の医療資源の有効活用

を図り、病院勤務医師らの過重負担の軽減につなげるなど、安定して医療を供給できるよう

にするための環境づくりを推進する。 

 

 （各種事業） 
 

① 産科医等確保支援事業 

・ 平成２１年度事業開始（平成２１年度新規国庫補助事業） 

・ 事業総額 ３４６，３１５千円 

（国庫補助負担分 １０８，１７３千円、県負担分 ８８，０２０千円、事業者負担分１５

０，１２２千円） 
 
医師不足診療科となっている産科における医師の処遇を改善し、産科分野を担う

医師の裾野を広げ、その確保を図るため、国庫補助制度を活用し、分娩手当等を支

給する分娩取扱機関に対して助成を行う。 
 

② 院内保育所運営支援事業 

・ 平成 21年度事業開始 

・ 事業総額 １８０，６４４千円（国庫補助負担分 ４０，７４５千円、県負担分 ５４，１８７千

円、事業者負担分 ８５，７１２千円） 
 
 看護職員や女性医師が育児をしながら働くことができる勤務環境づくりのため、病院内

に保育所を設置する病院に対し、病院内保育所の運営費について助成を行う。 
 

③ 富山型ＥＲトリアージシステム構築事業 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １２，０００千円（基金負担分 １２，０００千円） 
 
救急現場の医師負担軽減を図るため、救急外来患者を効率的にトリアージするた

めのシステムに関する検討を行い、その県内導入に向けた取組みを進める。具体的

には、救急外来トリアージ（治療待機可能時間を判別）のためのマニュアルを作成し、

医師の包括的管理の下、研修を受けた看護師が当該マニュアルを用い、緊急度に応
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じて患者の受療待機可能時間整理を行うシステム（軽症の救急直接受診者等の増加

に対応するため、救急業務をマニュアル化により効率化するもの）の構築を目指す。 
 

（内容） 

ア． ＣＴＡＳ（Ｃａｎａｄｉａｎ Ｔｒｉａｇｅ and Ａｃｕｉｔｙ Ｓｃａｌｅ）※の活用研究 

⇒ 「ＪＴＡＳ」の構築（日本臨床救急医学会の研究と連携） 

カナダを始め、北米では約２０年前に医師数抑制による医療崩壊が起こって 

おり、その際に尐ない医師でも業務ができるように開発されたもの。 

イ． 現場医師等を交えた「富山型ＥＲトリアージシステム」の枠組み検討会の実施 

ウ． 県内医療関係者向け講習会の実施 

エ．県内基幹救急病院における試行実施及び患者傾向データ集積 

オ．試行データ分析及び「ＪＴＡＳ」へのフィードバック ⇒ 富山版へのカスタマイズ 

カ．県内救急病院へのシステム普及 

 

  【救急医療の充実に資する事業の展開】 

   総事業費 ７１，７０７千円（基金負担分 ７１，７０７千円） 

 

（目的） 

  救急医療搬送業務の効率化や傷病者への救急処置の迅速化を図るため、救急医療・医療

機能情報システムの改良や、ＡＥＤの普及啓発を図る事業を展開する。 

 

（各種事業） 

① 救急医療・医療機能情報提供システムの改良 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 ５９，６０７千円（基金負担分 ５９，６０７千円） 

救急医療搬送業務の効率化や傷病者への救急処置の迅速化を図るため、救急現場

の状況を病院に迅速かつ明瞭に伝達できるよう救急隊にタブレット端末を配付するなど、

救急医療・医療機能情報提供システムを改良する。 

 

② ＡＥＤ普及啓発事業 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 １２，１００千円（基金負担分１２，１００千円） 

     ＡＥＤが設置されている施設等の職員を対象に講習会を開催するとともに、ＡＥＤ設備

のリプレイスを行う。 

 

 【小児・周産期医療体制の整備】 

   総事業費 １，３９４，１３７千円 

    （基金負担分 １，３８３，５３０千円、国庫補助負担分 １０，１６６千円、事業主負担分４４

１千円） 
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 （目的） 

医師不足等によりＮＩＣＵの休止を余儀なくされた富山市民病院が担っていた機能を県立

中央病院において代替することとし、本県の総合周産期母子医療センターとしての機能強

化を図る。また、地域周産期母子医療センターの設備整備や後方支援体制の整備等により、

全県を網羅した周産期医療体制の充実を図る。 

 

 （各種事業） 
 
① 県立中央病院ＮＩＣＵ増床事業 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ６７８，１６１千円（基金負担分６７７，７２０千円、事業主負担分４４１千円） 
 

合併症妊娠、多胎出産等の高リスク妊娠が近年増加傾向にあり、それに対応する高

度の新生児医療に対するニーズが高まっている。その一方で、県内の産科医、小児科

医は慢性的な不足状況にあり、これまで周産期第三次救急医療輪番病院として高度

周産期医療の一翼を担ってきた富山市民病院が平成２０年３月よりＮＩＣＵを休止する

など、問題が顕在化してきている。こうした状況に対応し、県下全域の高度周産期医療

ニーズ等に対応するため、総合周産期母子医療センターである県立中央病院のＮＩＣ

Ｕを増床し、県全体の高度周産期医療体制の再構築を図る。 
 

② 県立中央病院ＭＦＩＣＵ等整備事業 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ５３４，１６２千円（基金負担分 ５３４，１６２千円） 
 
県立中央病院における総合周産期母子医療センターが十分な機能を発揮し、安定

的な周産期医療を提供できるよう、上記ＮＩＣＵの整備に併せ、ＭＦＩＣＵ及びその後方

病室としての役割を果たす産科病床の整備を行う。 
 
③ 周産期医療施設設備整備事業 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １４７，０８９千円 

  （国庫補助負担分 １０，１６６千円、基金負担分 １３６，９２３千円） 
 
本県では、各二次医療圏において地域周産期母子医療センターを整備し、総合周

産期母子医療センターとの連携により県下全域をカバーする周産期医療体制を整備し

てきたところであるが、富山市民病院のＮＩＣＵ休止等により、高度周産期医療を担う病

院の負荷が高くなっている。 

このため、①、②による総合周産期母子医療センターの機能強化を進めることと併せ

て、地域周産期母子医療センター等の機能を強化することで、それぞれの医療機関の

受入能力を強化するとともに、患者の重篤度に応じた役割分担を進めることにより、県

全域の周産期医療体制の充実を図る。 

 

④ ＮＩＣＵ等退院サポート事業 
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・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １４，７２５千円（基金負担分 １４，７２５千円） 
 
低出生体重児はＮＩＣＵへの入院が必要であるため、出生直後、母子の分離を余儀

なくされているのが実態である。早期の母子分離は、母子の愛着形成などに影響し、以

後の児童虐待や児の発達への危険因子となる可能性が指摘されている。このため、児

の円滑な退院準備と親子の愛着形成促進等のため、母親を院内に宿泊させ、医学的

指導やメンタル面でのサポートを行える体制をとるために必要な施設設備整備につい

て支援を行う。 
 

⑤ ＮＩＣＵ後方体制整備事業 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 ２０，０００千円（基金負担分 ２０，０００千円） 
 
 現在、ＮＩＣＵ退院後の重度心身障害児の受け入れをしている施設は常に満床の状

態であり、ＮＩＣＵからの受け入れ要請があっても応えられない場合が多い。そのため、

ＮＩＣＵからの転院や新規患者受入れに支障が生ずる状況が懸念されるところである。

このため、重度心身障害児の受け入れが可能な後方病床を確保し、周産期医療体制

の円滑な運用を図る。 

 

 

 【地域医療再生計画の進捗管理及び効果検証】 

  総事業費 ４，９９８千円（基金負担分 ４，９９８千円） 

・ 平成２１年度より随時実施 

 

 （目的） 

地域医療再生計画の円滑な進捗を目指し、各種事業を実施している病院をはじめとした

医療圏関係者間の連絡調整をきめ細かに行うとともに、計画期間中、それぞれ施策効果を

検証するための各種指標に係る実態調査等を行い、計画の実効性を担保する。 

 

 （各種事業） 
 
① 厚生労働省との連絡調整・他県事例調査 

厚生労働省との連絡調整を行うとともに、他県の実態や再生計画取組みを調査する

ことにより、より実効性の高い医療再生計画事業の執行を目指す。 
 
② 地域医療再生計画の県内進捗管理 

本県における再生計画事業の円滑な推進を担保するため、地域医療対策推進協議

会等の場を活用し、計画期間中の適時適切な事業の進捗状況の把握を行うとともに、

期間終了後の各圏域における自主的な効果継続への取組みへの基礎作りを行う。 
 

③ 施策効果検証作業経費 

 計画期間中に、各種目標指標の調査等により再生計画事業の効果検証を行い、課
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題項目の改善状況の確認や対応事業の適宜の見直しを行うことで適切な計画管理を

行い、再生計画の実効性を高める。 

 

 

（２） 二次医療圏で取り組む事業 

 

 【医療機関間の役割分担・連携の推進】 

   総事業費 ８７，８３４千円 （基金負担分 ７６，４１４千円、県負担分 １１，４２０千円） 

 

 （目的） 

救急医療機関の負担軽減を図ることを目的として、県民に対し、一次から三次までの救急

医療体制に応じた適切な救急医療機関利用についての啓発を進める。また、富山医療圏

における高次救急医療機関への患者集中の緩和を図るため、既存医療資源を有効活用す

るほか、新川医療圏から富山医療圏への患者流入による富山医療県の医療機関負担を軽

減するため、特に婦人科領域における高負担が著しい黒部市民病院への患者集中の緩和

を図るとともに、医療圏全体の医療体制を強化するための施策投入を行う。具体的には、開

業医のマンパワー等を活用した各種在宅医療推進施策を実施する。 

 

（各種事業） 
 
① 救急医療適正受診住民啓発事業 《富山医療圏・新川医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １７，４５９千円（基金負担分 １７，４５９千円） 
 
救急医療機関への軽症患者の増加による小児・周産期救急医療従事医師の疲弊を

防ぎ、持続可能な小児・周産期救急医療体制を構築するため、県、市町村、医療機関

等が連携し、住民に対して適切な救急医療機関受診を呼びかけるキャンペーンを展開

する。なお、本事業については、救急患者の受療動向等に鑑みた場合、富山医療圏、

新川医療圏の２圏域を対象として実施することで、より高い効果が期待されるため、両

圏域において実施するものとする。 
 

② 在宅医療支援センター支援事業 《富山医療圏・新川医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額３６，２００千円（基金負担分２８，９８０千円、県負担分７，２２０千円） 
 

新川医療圏における医療機能を強化することにより、富山医療圏の医療機関の負担

軽減を図るとともに、富山医療圏内の高次救急を担っている急性期病院から、慢性期

病院、在宅医療へと患者の状態に合った医療が切れ目なく提供されるよう、両医療圏

において、在宅医療を中心とした開業医との連携体制を構築する。在宅医療を推進す

るための開業医のグループ化を推進するにあたり必要となる共同事務や情報処理事務

の集約処理、地域の医療・介護連携の円滑化を目的として設置する、地域全体の調整

機能を持つ在宅医療支援センターの設置、運営費に対し、支援を行う。 
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  ③ 訪問看護推進事業 《富山医療圏・新川医療圏》 

・ 平成２４年度事業開始 

・ 事業総額４，７７５千円 （基金負担分 ４，７７５千円） 

 

医療圏ごとに設置された在宅医療支援センターや医療機関など関係機関との情報

交換を図り、地域の医療と介護の連携を強化するための訪問看護ステーションに対す

る指導、医療機関における研修会等の開催などに取り組み、在宅看護体制を強化する

ことにより、急性期病院への患者集中を緩和する。 

 

④ 医療系ショートステイ病床確保事業 《富山医療圏・新川医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額２９，４００千円（基金負担分２５，２００千円、県負担分４，２００千円） 
 
人工呼吸器装着患者をはじめ、ＩＶＨや頻繁な喀痰吸引が必要な患者を受け入れる

ための医療系ショートステイ専用病床を圏域内病院において確保することで、在宅医

療体制を強化し急性期病院への患者集中を緩和する。 

 

 

 【救急医療体制の強化】 

総事業費８５２，６６５千円（基金負担分 ８３７，１３５千円、事業者負担分 １５，５００千円） 

 

 （目的） 

安定的な周産期医療体制の確立には、中心的な役割を果たしている県立中央病院の産

科・小児科部門の医師の負担の軽減を図ることが必要であるが、そのためには、富山医療圏

内での救急医療機関の適切な役割分担と連携強化を推進することが必要である。 

救命救急センターである県立中央病院の夜間・休日受診者の多くが軽症患者である現状

に鑑みれば、富山医療圏における一次救急体制の強化が求められることから、富山医療圏

における一次救急の基幹を担っている富山市救急医療センターの移転改築に対して支援

を行う。あわせて、一般医療部門における負担（特に口腔外科分野）の軽減を図る観点から、

現在歯科医師会が行っている救急歯科診療体制の強化を図る。 

また、県立中央病院の受診状況について広域的な視点から分析すると、新川医療圏の地

域周産期医療センターである黒部市民病院の妊婦・新生児受入能力が限界に達し、患者が

県立中央病院に搬送されている実態も見られることから、県立中央病院の産科・小児科部門

の負担を軽減するためには、隣接医療圏である新川医療圏も含めた総合的な対策を講じる

ことも必要であると考えられる。そのための取り組みとしては、新川医療圏から県立中央病院

に流入する患者数の減尐を図り、県立中央病院の負担を軽減することが有効であると考えら

れる。このため、新川医療圏一次急患センターの設置に対する支援を行う。 

さらに、富山医療圏内の患者動態について考察すると、中新川郡の救急患者については

現在、かみいち総合病院が大多数を診ているが、昨今の医師不足により県立中央病院を直

接受診するケースが増加するものと推察される。こうした観点から、中新川郡における医療機
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関相互の連携の強化を図り、中新川郡から県立中央病院等への一次救急患者の直接受診

の増加防止を図る。 

 

 

① 富山市救急医療センターの整備支援 《富山医療圏》 

・ 平成２１年度事業開始 

・ 事業総額 ６１０，５３５千円 

（基金負担分 ５９５，０３５千円、事業者負担分 １５，５００千円） 
 

総合周産期母子医療センターとして県内周産期医療の中核を担う県立中央病院が

その役割を十分に果たすためには、その機能強化を図ることに加え、過重負担を軽減

する必要があり、そのためには、小児の一次救急患者を受け入れる医療機関の機能強

化が必要である。 

このため、県立中央病院が位置する富山医療圏の一次小児救急医療を担っている

富山市救急医療センターの移転改築を支援する。 

この改築により、センターにおける一次救急患者診察数を現在の約１．５倍（約５万

人）程度まで増加させることを目標とする。 

 

② 新川医療圏における一次急患センターの設置支援 《新川医療圏》 

・ 平成２５年度事業開始 

・ 事業総額 ２００，０００千円（基金負担分 ２００，０００千円） 
 
①に記述のとおり、県立中央病院がその機能を十分に発揮するためには、過重負担

を軽減する必要がある。そのためには、県立中央病院に対する母体搬送、新生児搬送

の増加が著しい新川医療圏の機能強化を図る必要があるため、一次急患センターの

設置に対して支援を行う。 

 

③ 救急歯科診療体制の強化 《富山医療圏》 

・ 平成 22年度事業開始 

・ 事業総額 ３２，１３０千円（基金負担分 ３２，１３０千円） 
 
 富山医療圏における口腔外科部門の救急負担を軽減するため、実質的にその一次

診療を担っている富山県歯科医療総合センター（富山県歯科医師会が運営）に歯科・

頭頸部用小照射野Ｘ線ＣＴ装置を導入し、救急歯科診療部門の強化を図る。 

 
 

④ 中新川郡地域医療連携システム整備 《富山医療圏》 

・ 平成 22年度事業開始 

・ 事業総額 １０，０００千円（基金負担分９，９７０千円） 
 
立山町、上市町、舟橋村からなる中新川郡は、富山市の南東に位置しているが、中

新川郡で唯一の公的病院である、かみいち総合病院の内科医の不足等から、多くの軽

症の一次救急患者が、その地勢条件、道路事情から、富山市内の主要病院中最も近
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接地に位置している県立中央病院に集中することが懸念される。このため、町立かみい

ち総合病院をはじめとした中新川郡の医療資源を有効活用し、県立中央病院への一

次救急患者等の集中を軽減するため、中新川地域を対象とした医療機関連携システ

ムを整備する。 

 

 【在宅医療体制の充実・強化】 

  総事業費 １８，９３２千円（基金負担分 １７，２７７千円、事業者負担分 １，６５５千円） 

 

 （目的） 

富山医療圏の周産期母子医療センターをはじめとする公的病院の負担を軽減するため

には、隣接の新川医療圏も併せた俯瞰的視野に立ち、その対策を推進することが必要であ

る。具体的には、新川医療圏内の医療機関の役割分担を図り、開業医のマンパワー等を有

効活用することで圏域全体の医療の受容力を高めるため在宅療養体制を整備し、患者を症

状にあわせて急性期病院から慢性期病院、在宅療養へと誘導していくこととし、そのための

基盤の整備を図る。 

 

① 薬局の無菌製剤設備整備事業 《富山医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 総事業費 １０，９３２千円（基金負担額９，２７７千円、事業者負担額 １，６５５千円） 
 
在宅医療を推進するため、富山医療圏内の基幹薬局における、中心静脈栄養等の

注射剤の混合等を無菌的に調製するためのクリーンルームの設備整備に対する支援

を行う。 

また、圏域内の薬局薬剤師等を対象に、整備したクリーンルームを用いて行う無菌

調剤の技術的な研修の実施について支援を行い、在宅医療と関連の深い無菌製剤調

整技術の浸透を図り、在宅医療の推進に資する。 
 

②在宅歯科診療体制の強化 《新川医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ８，０００千円（基金負担分 ８，０００千円） 
 
 歯科領域の在宅診療を充実させることで、患者の在宅療養環境を改善し、急性期病

院から慢性期病院、在宅療養への円滑な移行を支援するため、在宅歯科診療のため

の機材（歯科用ポータブル診療ユニット）の整備を行う。 
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１ 対象とする地域 

本地域医療再生計画においては、高岡医療圏を中心とした地域を対象地域とする。 

高岡医療圏は、県北西部に位置しており、高岡、射水、氷見の３市で構成されている。

圏域総面積548.87km2で県の13％を占め、圏域の総人口は327,211人（平成20年10月1日現

在）で県人口の29.6％である。市町村合併により圏域内の３町１村が合併し射水市とな

り、また高岡市が隣接する福岡町と合併した。このため、旧福岡町の地域が砺波医療圏

から高岡医療圏に加わっている。高岡医療圏の許可病床数は平成21年４月現在、3,974

床であり、本医療圏の基準病床数である2,958床と比して1,016床過剰である。 

高岡医療圏は、県内４つの医療圏の中で、人口当たりの医師・看護師の数が最も少な

い圏域である。こうしたここともあり、二次救急を担う公的病院への負荷が大きく、人

材確保を中心とした救急医療体制の充実が急務となっているため、本医療圏を対象地域

として地域医療再生計画を策定することとした。 

 

２ 地域医療再生計画の期間 

本地域医療再生計画は、平成21年１月８日から平成27年度末(施設整備を伴う事業は、

その完了)までを対象として定めるものとする。 

 

３ 現状の分析 

〔救急搬送〕 

(1) 平成20年の高岡医療圏における救急搬送件数は8,639件で、平成17年から平成19年

までの平均である8,520件から913件（1.3％）増加している。  

(2) 平成20年の救急搬送件数のうち、重症患者（3週間以上の入院を要する）の割合は

約13.2％、中等症患者の割合は約40.0％、軽症患者（入院不要）は約43.5％と、軽

症患者の占める割合が高くなっており、軽症患者の占める割合は平成17年から平成

19年までの平均である37.9％より増加している。 

〔救急医療体制〕 

(3) 一次救急医療体制については、高岡市医師会が指定管理者となって運営している高

岡市急患医療センターと射水市および氷見市の２市の休日在宅当番医制度により対

応しているが、夜間は高岡市急患医療センターのみでの対応となっている。現在、

同センターは施設の老朽化・狭小化と診療協力医師の減少等の問題から飽和状態に

ある。 

(4) 二次救急医療体制については、高岡市民、済生会高岡、厚生連高岡、社会保険高岡、

射水市民、金沢医科大学氷見市民病院の６病院の病院群輪番制で対応している。 

(5) 三次救急医療体制については、厚生連高岡病院の救命救急センターが対応している。 

(6) 高岡市急患医療センターの患者数は年間約２万３千名であり、輪番６病院の時間外

患者の総計は約４万３千名である。このうち７～８割は軽症患者と推測されている。

人口一万人あたり／年では高岡市急患医療センターの受診者は719名（県平均628名）、

輪番病院受診者は1,345名（県平均962名）と、県平均を大きく上回り、いずれも県

内で最多である。 
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(7) 高岡医療圏の救急輪番病院の常勤医一人当たりの時間外救急患者数は、3.3と県内

最多である。 

(8) 高岡市内の救急３病院（高岡市民、済生会高岡、厚生連高岡）へ砺波医療圏の時間

外救急患者の約6％が流入している。また、流入元の砺波医療圏では、医師、特に内

科医の確保が出来なくなった病院が救急輪番を離脱した影響などから、中核を担っ

ている砺波総合病院への救急患者集中が顕著になっており、同院への負荷の増大と

高岡医療圏への患者流出が目立っている。 

〔医療従事者〕 

(9) 高岡医療圏の診療従事医師数は平成18年12月末現在で595名と平成16年12月末の

590名に比べ、やや増加しているが、人口10万対では178.6名であり、県平均の220.1

名、全国平均206.3名を下回っている。 

(10) 診療科別では内科238名（平成16年12月末247名）、外科62名(同63名)、小児科66名

（同65名）、産婦人科（産科）22名（同28名）であり、周産期医療や、一次・二次救

急で中心を担うべき診療科の医師が減少している。 

(11) 高岡医療圏の就業看護師は、平成18年12月末現在で2,257名、人口10万人対では690

名であり、全国平均635名を上回っているものの県平均の808名を下回っている。 

 

４ 課題 

圏域内の救急患者数が人口比で県内最多であるが、医師・看護師数が人口比で県内最

少である。二次救急医療機関の負担が大きいこともあり、救急医療に従事する医師・看

護師の確保が喫緊の課題となっている。また、砺波医療圏からの二次救急医療機関への

患者流入も多く、砺波医療圏の医療機関の相互の連携を図り、砺波医療圏全体で患者流

出を防いでいく必要がある。 

〔救急搬送〕 

(1) ３の(1)および(2)に記載のとおり、救急搬送者、特に軽症患者が増加している。

よって、軽症であっても二次救急医療機関を受診する場合も多くなり、二次救急医

療機関として輪番制に参加する病院勤務医の負担を増大させているとともに、本来

対応すべき救急患者の診療に支障を来す懸念もある。 

〔救急医療体制〕 

(2) ３の(3)および(6)に記載のとおり、夜間の一次救急対応施設は高岡市急患医療セン

ターのみであるが、すでに物的・人的に限界の状態であるため、二次救急病院への

軽症患者受診の増加につながる懸念がある。 

(3) ３(6)及び(7)に記載のとおり、高岡医療圏の輪番参加病院の医師一人当たりの救急

患者が多く、その大半が軽症患者であることから、本来業務である重症患者への対

応に対する影響が懸念されている。 

(4) ３の(8)に記載のとおり、砺波医療圏から高次救急を担う高岡市内の３病院（高岡

市民、済生会高岡、厚生連高岡）への受診が多く、これら病院の負荷を高めている。

他方、砺波医療圏においても公立南砺中央病院の救急輪番離脱や砺波総合病院への

救急患者集中といった状況が見られ、砺波医療圏全体で救急医療を支えていく体制
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を構築することで高岡医療圏への負荷を減らす必要がある。 

〔医療従事者〕 

(5) ３の(9)および(10)に記載のとおり、高岡医療圏の人口十万人あたりの医師数は県

内で最も少ない。また、周産期医療に従事する医師のみならず、内科・外科も減少

しており、一次・二次救急医療に従事する医師の負荷は大きくなっていっているこ

とが考えられる。 

(6) 看護師については二次救急、周産期医療を担っている公的病院を中心に、就業者の

確保と離職防止が求められる。 

 

５ 目標 

高岡医療圏内の救急医療における関係機関の役割を明確化し、二次救急医療を担う病

院の負荷軽減を図るとともに、医師、看護師等、医療従事者の育成と確保を行う。こう

した対応により、将来にわたって持続可能で安定的な救急医療体制を整備する。さらに、

患者流入の多い砺波医療圏の医療連携体制を強化することで高岡医療圏への負荷軽減

を図る。 

〔救急搬送〕 

(1) 軽症者の救急車利用を減少させる。 

〔救急医療体制〕 

(2) 高岡市急患医療センターは老朽化が激しく、手狭になっているため、機能強化のた

めの施設・設備の整備を行うとともに、救急医療の適正利用について住民への普及

啓発活動を積極的に行い、圏域内の二次輪番病院の時間外軽症直接受診者を減少さ

せる。 

(3) 砺波医療圏の救急輪番病院のネットワーク化により、砺波医療圏から高岡医療圏へ

の二次救急直接受診患者の減少を図る。 

(4) 急性期から慢性期、在宅療養への切れ目のない医療体制整備によって、二次救急を

担っている急性期病院の負荷軽減を図る。 

〔医療従事者〕 

(5) 近年の恒常的な医師不足に対応するため、国の「経済財政改革の基本方針2009」に

基づく地域の医療確保等の観点からの医学部入学定員の緊急臨時的定員増の活用や、

修学資金貸与制度、医学部の地域枠の拡大、大学への寄附講座の設置、富山県臨床研

修病院連絡協議会の設置等により、平成25年度末までの間に、本県内で勤務すること

が確実な医師を、既存の修学資金貸与制度利用者で70人、基金を活用した修学資金貸

与制度等で10人、計80人程度確保する。 

(6) 富山大学医学部看護学科の定員増、推薦入試の拡大などにより、県内の看護師募集

に対する充足率を平成25年度末までに80％以上とする。 

(7) 富山大学医学部看護学科に寄附講座を設置し、周産期医療や在宅医療に従事する看

護師の養成と資質向上を図る。 

(8) 質の高い医療サービスの提供のため、看護職員の臨床実践能力の向上を図る。また、

勤務環境の整備やハローワーク等の関係機関と連携を図り、潜在看護職員等の再就
業を促進する。 
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６ 具体的な施策 

 

（１） 県全体で取り組む事業 

 

 【教育機関と連携した医師確保対策】 

  総事業費 ６１０，０１０千円 

    （基金負担分 ５６１，２１５千円、国庫補助金 １３，８３７千円、県負担分 ３４，９５８千円） 

 

 （目的） 

県内の公的病院等における医師不足の現状の打開を図るため、医学部及び附属病院を

持つ県内唯一の大学である富山大学に寄附講座を設置することにより、地域医療に貢献す

る医師を育成する仕組みを設ける。 

また、救急科等特定診療科の医師として県内に定着するインセンティブを付与するため、

医学生に対する修学資金を拡充するとともに、本県の医療提供に関わりの深い富山大学及

び金沢大学の医学生を対象とした地域医療に貢献する医師の育成・確保に向けた修学資

金貸与制度により、本県の地域医療を担う医師の確保を図る。 

臨床研修医の確保対策について、県内全ての基幹型臨床研修病院において富山県臨

床研修病院連絡協議会を設置し、各病院が連携・協力し、総合的な臨床研修医の確保を図

る。 

女性医師の勤務環境の整備等により、離職防止や、女子医学生の県内定着・確保を図

る。 

総合医をへき地医療拠点病院で教育・育成する取組みに対する助成制度を創設し、総合

医の育成を推進する。 

 

 （各種事業） 
 
① 地域医療に貢献する医師の育成を図るため、富山大学に寄附講座「地域医療支援学

講座」を設置する 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １６０，０００千円 （基金負担分 １６０，０００千円） 

 

地域医療を理解する専門医、「地域医療という専門性」を備えた総合医を地域で育て

ることを目的に、１年次から６年次までの体系的な地域医療教育プログラムを作成する。

この地域医療教育プログラムに基づき、県内外の地域の医療現場等で学ぶことなどに

より、地域医療の課題を理解し、その解決に資する人材を育成する。 

また、富山大学は県内新生児専門医不足の解決に向けて新生児専門医を養成する

体制整備を目指した「総合的周産期医療人育成プログラム」を策定し、文部科学省より

補助を受けることになっているが本寄附講座は当該プログラムの遂行にも関わり、周産

期医療体制を担う医師の育成もあわせて目指すこととする。 

平成２５年度までには複数の新たな新生児専門医を地域に送り出し、これによ
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り、県全体での周産期救急医療体制の改善に寄与することを目指す。 
 

② 医学生に対する修学資金を拡充し、「地域医療再生修学資金」を創設 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １４７，２９０千円（基金負担分１２６，９９０千円、県負担分２０，３００千円） 

 

平成 17 年度に、医師不足が著しい特定診療科（設立当初＝小児科、その後、産科、

麻酔科、救急科、総合診療科に順次拡大）を目指す医学生を対象とした「特定診療科

枠修学資金」を創設し、順次拡充を図ってきた。また、平成 19 年度には診療科を特定

せず、県内の公的病院に勤務する医師の育成を支援するための「公的病院枠修学資

金」を創設した。 

これら修学資金貸与制度により、県内の医師の育成を推進してきたところであるが、

県内の公的病院においては、特定診療科の医師が引き続き不足しているほか、外科の

不足も顕在化しつつある。 

こうしたことから、これら修学資金貸与制度を再編して「地域医療再生修学資金」を創

設し、救急医療のほか、小児医療、周産期医療、地域医療等に必要な診療科の医師

を育成することを目指す。 

計画期間中、毎年、新たに貸与する人数は４０名程度とし、県内高校出身者など、全

国の大学の医学生に対し周知徹底を図り、貸与枠の利用率が８０％を超えることを目指

す。 

 

③ 医学部の定員増に向けて、医学生に対する修学資金「地域医療確保修学資金」貸与

制度を改編 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ２１４，６３０千円（基金負担分 ２０９，４２２千円、県負担分５，２０８千円） 

 

本県では、平成２１年度に、富山大学医学部医学科の特別枠による入学生５名を対

象に富山県地域医療確保修学資金を創設したところである。 

しかしながら、県内公的病院においては、医師不足の状況が続いている。 

今般、国において、地域の医師の確保等の観点から、平成 22年度から平成 31年度

までの 10年間、緊急臨時的に全国で最大 370名の医学部の入学定員増を行うこととさ

れた。これを受け、本県においては、将来、本県の地域医療の充実に必要な医師を育

成・確保する観点から、富山大学５名及び金沢大学 2 名の定員増を要望するとともに、

定員増により入学する医学生に対する修学資金貸与制度を設けることとする。 

毎年、新たに貸与する人数は、富山大学については１０名、金沢大学については２

名とし、各大学と連携することにより、貸与枠の利用率が９０％を超えることを目指す。 

 

 ④ 富山大学及び富山大学附属病院を中心とした富山県臨床研修病院連絡協議会の設
置・運営等による総合的な臨床研修医の確保対策 

・ 平成２２年度事業開始 
・ 事業総額 ４９，４８４千円 （基金負担分 ４０，０３３千円、県負担分 ９，４５１千円） 
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平成１６年度から始まった新しい医師臨床研修制度の影響から、臨床研修医が大都

市圏に集中する傾向にあり、富山県においても若い医師（臨床研修医）を十分に確保
できない状態にある。 
このため、本県においては、富山大学及び富山大学附属病院を中心とした富山県

臨床研修病院連絡協議会（仮称）を設置し、県内の全ての基幹型臨床研修病院が連
携・協力し、①魅力ある研修プログラムや研修環境の充実、②医学生へのＰＲや合同就
職説明会などを実施し、富山大学の医学生の県内定着及び県出身の県外へ進学した
医学生のＵターンを促進し、総合的な臨床研修医の確保対策を行う。 
このことにより、県内１３ヶ所の基幹型臨床研修病院において、毎年５５人以上の臨床

研修医を確保する。 
 
⑤ 富山大学及び富山県医師会等と連携協力した女性医師への支援対策 

・ 平成２３年度事業開始 

・ 事業総額 ２８，９４４千円（基金負担分１７，８８４千円、国庫補助金１１，０６０千円） 
 
近年、女性医師の数が増加しているが、出産・育児等と多忙な医師の業務の両立は

困難な状況にある。 
このため、女性医師がキャリア形成しやすい環境を整備することで、県内の女性医師

の離職防止を図るとともに、現在 33％の富山大学の女子医学生の県内定着率を向上
させる。 

 
⑥ 総合医の育成支援 

・ 平成２３年度事業開始 
・ 事業総額 ６，７６２千円（基金負担分 ３，３８１千円、国庫補助金 ３，３８１千円） 

 
内科、小児科を中心として、診療科全般にわたって高い診療能力を有している、い

わゆる「総合医」については、特に、へき地等での地域医療で求められている人材であ
るが、その育成体制については不十分である。 
このため、総合医をへき地医療拠点病院で育成・教育する取組みに対する助成制

度を創設し、総合医の育成を推進する。 
このことにより、毎年１人以上の総合医の育成を目指す。 

 

 【教育機関等と連携した看護師確保対策】 

  総事業費 ３１３，５９３千円（基金負担分 ３１３，５９３千円） 

 

 （目的） 

本県においては、産科を標榜する医療機関が減尐する中、産科医だけではなく、助産師

外来などを担う助産師の確保が求められている。また、在宅医療の推進が求められている中、

訪問看護など在宅医療を担う看護職員は不足している状況にある。 

そのため、県内で唯一の看護系学科を擁する4年制大学である富山大学に寄附講座を設

置し、周産期看護、在宅医療・看護等に従事する看護師の育成体制の強化を図り、質の高

い看護職員の地域への定着を図る。 

また、ハローワークや富山県看護協会など関係機関と連携しながら、再就業を希望する看

護職員等の相談体制を充実するほか、病院等における働きやすい環境づくりを推進し、看
護職員の職場定着を図る。 
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 （各種事業） 
 
① 寄附講座（高度専門看護教育講座・在宅看護学講座）の設置 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ２５０，０００千円 （基金負担分 ２５０，０００千円） 
 
富山大学医学部看護学科において、正常妊産婦のケア（助産師外来）や院内助産

等に従事する助産師の育成プログラムや支援方法に関する研究等を総合的に推進し、

周産期医療等に係る看護職員育成と定着を図る。 

また、在宅医療の推進に向け、在宅医療・看護に従事する看護職員の育成プログラ

ムや支援方法の研究・実践により、在宅医療を担う看護職員の育成と定着を図る。 

 

 ② 看護職員就業支援事業 
   ・ 平成２４年度事業開始 

・ 事業総額 ３，９８７千円 （基金負担分 ３，９８７千円） 
 

看護職員の資格を有し、再就業を希望する看護職員等に対し、ハローワーク等と連
携し、情報提供や相談・助言を行い、円滑な就労、職場定着を図る。また、富山労働
局、富山県看護協会等と連携し、病院等にアドバイザーを派遣するなど、働きやすい
環境づくりを推進する。 

 
③ 認定看護師教育課程設置・運営事業 
   ・ 平成２４年度事業開始 

・事業総額 ５９，６０６千円  （基金負担分 ５９，６０６千円） 
 
県内に認定看護師教育課程を設置することにより、県内看護師の認定看護師資格

取得を促進し、高度な専門性を生かした看護実践による県全体の看護の質及び看護
師の職場定着率の向上を図る。 
また、運営を担う富山県看護協会に対して助成を行う。 

 

 【勤務医等の処遇の改善】 

総事業費 ５６９，２４３千円（国庫補助負担分 １８０，９５５千円、県負担分 ６５，７５６千円、

事業者負担分 ３２２，５３２千円） 

  

 （目的） 

病院勤務の救急担当医等の過酷な労働状況に鑑み、その処遇を改善することで、安定し

て医療を提供できるようにするための勤務環境づくりを行う。 

 

 （各種事業） 
 
○ 休日・夜間救急勤務医師確保事業 

・ 平成 21年度事業開始 

・ 事業総額 ５６９，２４３千円 （国庫補助負担分 １８０，９５５千円、県負担分 ６５，７５６

千円、事業者負担分 ３２２，５３２千円） 
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救命救急センター及び第二次救急医療機関に勤務する医師の処遇改善を図るため、

休日・夜間の救急医療勤務に対し、新たに救急勤務医手当（宿直手当や超過勤務手

当とは別）を支給する医療機関に対して助成を行う。 

 

 【第一種感染症病床の整備】 

  ・平成２５年度事業開始 

  ・総事業費 １０５，４９８千円（基金負担分 ４８，５６３千円、国庫補助負担分４９，９５５千円、 

事業主負担分６，９８０千円） 

 

（目的及び事業内容） 

感染症法において、新型インフルエンザや一類感染症に分類される疾患の患者が発 

生した場合に備え、県立中央病院に専用病床２床を整備する。 

 

 【災害医療コーディネート機能の強化】 

  ・平成２５年度事業開始  

・総事業費 １，８２０千円 （基金負担分 ７７０千円、県負担分１，０５０千円） 

 

（目的及び事業内容） 

    災害が発生した際に、各医療圏において、保健所を中心に医療機関、医師会、医療団

体、消防、警察、市町村などの関係者が連携して対応できるよう、平常時から連携会議を

開催し、情報交換や災害時の対応策を検討する。また、衛星携帯電話を保健所に設置す

る。 

 

 【総合リハビリテーション病院のコスト増嵩及び消費税増分】 

  ・平成２３年度事業開始  

・総事業費１１６，３２５千円 （基金負担分５２，１４５千円、県負担分６４，１８０千円） 

 

（目的及び事業内容） 

    総合リハビリテーション病院の整備に当たり、全国的な資材や労務費単価の高騰から当

初想定していた事業費が増嵩したこと、また、消費税がアップしたことから、基金を充当す

る。 

 

 

 【教育機関等と連携した看護師確保対策】 

  総事業費 ８２３，８０２千円 （基金負担分 ４５１，５８６千円） 

 

 （目的） 

富山大学と連携して看護職員確保に取り組むこととし、平成２２年度からの看護学科の入

学定員２０名増（６０名→８０名）に伴い必要となる実習室、研究室、演習室、講義室の整備を

支援する。 
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また、県内で唯一の看護系大学である富山大学医学部の看護学科に、寄附講座を設置

することにより、周産期看護及び在宅看護に係る看護師育成体制の構築を図り、看護師の

定着を図る。（再掲） 

   

 （事業内容） 

○ 看護学科研究棟の増築整備支援 

・平成２１年度および平成２２年度事業 

・総事業費 ４１０，５８６千円 （基金負担分 ４１０，５８６千円） 

 《施設の概要》 

   ・鉄骨鉄筋コンクリート造５階建 

   ・延床面積＝約１，７００㎡ 

・主な設備＝実習室、講義室、研究室、演習室 等 

 

 

 （目的） 
 富山県看護協会と連携して看護職員の資質の一層の向上に取り組むこととし、看護職員
研修の中核施設となる同協会の看護研修センターの増築を支援する。 

 
 （事業内容） 
○ 看護研修センターの増築整備支援 
・平成２４年度および平成２５年度事業 

・総事業費 ４１３，２１６千円 （基金負担分 ４１，０００千円） 
 《施設の概要》 
   ・鉄骨造３階建 
   ・延床面積＝約１，０２０㎡ 
   ・主な設備＝研修室、相談室、ホール 等 

 
 

【医療連携ネットワークの整備】 

 ・平成２４年度事業開始 

・総事業費 ７０，０００千円 （基金負担額 ７０，０００千円） 

 

（目的及び事業内容） 

医療連携ネットワークシステムを整備し、病院・診療所間の診療情報等の相互利用によ

り「入院から在宅まで」切れ目のない地域医療機能の連携を図るとともに、重複診療・検

査を回避し、医療費の抑制や患者利便性の向上を図る。 

 

 

（２） 二次医療圏で取り組む事業 

 

 【医療機関間の役割分担、連携の推進】 

  総事業費 ６８，６６８千円 （基金負担分 ６１，０００千円、県負担分 ７，８６８千円） 
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 (目的) 

高岡医療圏においては、他圏域に比して患者が高次救急を受診する割合が高い傾向が

みられ、その中には相当数の軽症患者も含まれていると考えられることから、高次救急医療

機関に対して大きな負担が生じているものと考えられる。そこで、高岡医療圏において救急

医療を担っている、3 つの基幹的病院（厚生連高岡病院、高岡市民病院、済生会高岡病

院）への患者集中の緩和を図るとともに、隣接する砺波医療圏の医療体制を強化し、砺波

医療圏から高岡医療圏への患者流入による高岡医療圏の医療機関の負担を軽減するため

の施策投入を行う。具体的には、住民に対し、適切な救急利用を促すためのキャンペーン

等を行うとともに、隣接する砺波医療圏の既存医療資源を有効活用し、圏域全体の医療対

応能力の向上を図るという観点から、各種在宅医療推進施策を実施する。 

 

 （事業内容） 
 
① 救急医療適正受診住民啓発事業 《高岡医療圏・砺波医療圏》 

・平成２２年度事業開始 

・事業総額 １２，３４５千円（基金負担分 １２，３４５千円） 
 
患者受療動向の分析から、高岡医療圏においては、高次救急医療機関の受診患者

数が県内最多である一方、人口あたりの医師数、就業看護職員数は県内医療圏の中

で最も尐なく、救急医療体制を持続的に維持していくためには、厳しい勤務環境に置

かれている救急医療従事者の疲弊に歯止めをかけることが急務である。 

しかしながら、近年、軽症患者が高次救急病院の外来を直接受診する、いわゆる「コ

ンビ二受診」等が問題となっている。こうした現状を打開し、救急医療機関の負担軽減

につなげるため、救急医療機関の適正受診に関する啓発事業を実施する。 

また、昨今、隣接の砺波医療圏内の一部病院が医師の不足等により救急輪番からの

離脱を余儀なくされる状況が発生し、残る二次救急医療機関の負担が増大していること

等に起因して、同圏域から高岡医療圏への救急患者の流入傾向が著しくなっている。 

このため、適正救急受診の啓発については、高岡医療圏、砺波医療圏の２圏域をと

もに対象として実施することが必要であり、また、一貫した体制で実施することで、より高

い効果が期待されるため、本事業については、高岡及び砺波の両医療圏において実

施するものとする。 
 

② 在宅医療支援センター支援事業 《高岡医療圏、砺波医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額２２，１４８千円 （基金負担分 １８，６８０千円、県負担分 ３，４６８千円） 
 
高岡医療圏内の既存医療資源を活用し、高次救急を担っている急性期病院から慢

性期病院、在宅医療へと患者の状態に合った医療を切れ目なく提供するとともに、砺

波医療圏における医療機能を強化することにより、高岡医療圏の医療機関の負担軽減

が図れるよう、在宅医療を中心とした開業医との連携体制を構築する。具体的には、在

宅医療を推進するための核となる開業医のグループ化を推進するにあたり必要となる
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共同事務や情報処理事務の集約処理や、地域の医療・介護の連携の円滑化を目的と

して設置する、地域全体の調整機能を持つ在宅医療支援センターの設置、運営費に

対して助成を行う。 
 
 ③ 訪問看護推進事業 《高岡医療圏・砺波医療圏》 

・ 平成２４年度事業開始 

・ 事業総額 ４，７７５千円 （基金負担分 ４，７７５千円） 

 

医療圏ごとに設置された在宅医療支援センターや医療機関など関係機関との情報

交換を図り、地域の医療と介護の連携を強化するための訪問看護ステーションに対す

る指導、医療機関における研修会等の開催などに取り組み、在宅看護体制を強化する

ことにより、急性期病院への患者集中を緩和する。 

 

④ 医療系ショートステイ病床確保事業 《高岡医療圏・砺波医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額２９，４００千円 （基金負担分 ２５，２００千円、県負担分 ４，２００千円） 
 
人工呼吸器装着患者をはじめ、ＩＶＨや頻繁な喀痰吸引が必要な患者を受け入れる

ための医療系ショートステイ専用病床を圏域内病院において確保することで、在宅医

療体制を強化し急性期病院への患者集中を緩和する。 

 

 【救急医療体制の整備】 

総事業費 １，６３５，１３２千円 （基金負担分９４１，８４５千円、事業者負担分６９３，２８７千

円） 

 

 （目的） 

高岡医療圏は、一次救急・二次救急ともに人口あたりの患者数が県内最多であるが、そ

れに対して、人口あたりの医師数が県内の医療圏の中で最も尐なく、圏域内の救急医師の

負担が非常に大きい状況にある。 

また、それに加え、救急患者受療動向の分析から、高岡医療圏の二次輪番病院へは、隣

接する砺波医療圏からの患者流入の比率が高いことが明らかとなっており、高岡医療圏の

救急医療課題を解決するためには、砺波医療圏の医療体制についても必要な対応を行う

必要がある。 

砺波医療圏においては、昨今の医師不足等から、輪番離脱を余儀なくされる病院が発生

し、一部病院に患者が集中し、それに伴い救急担当医師の負荷が増大するといった状況が

発生しており、このことが高岡医療圏への患者流出を助長している側面もあると考えられる。 

こうした状況を改善するため、各圏域の受療者動向、病院の現状等に着目し、持続的な

救急医療体制を再構築するための各種施策を実施する。 

 

 （事業内容） 
 

① 高岡医療圏における一次救急体制強化 《高岡医療圏》 
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・ 平成２４年度事業開始 

・ 事業総額 ３００，０００千円（基金負担分 ３００，０００千円） 
 
高岡医療圏においては、元来、高次救急医療機関の救急患者数が多い傾向があり、

近年問題となっている軽症患者の救急受診等も相まって、高次救急に従事する医師の

過大負荷が課題となっている。 

こうした状況を改善するためには、高岡医療圏における一次救急を担う医療機関の

機能強化を図り、本来の役割分担に応じた適切な救急医療を提供できる体制を構築

することが必要であるが、現在高岡市に設置されている急患センターは老朽化が著しく、

現状以上の患者の受け入れは難しい状態にある。 

このため、一次救急患者の受け入れ体制を強化することで高岡医療圏の高次救急

医療機関の負荷軽減を図り、救急医療体制を持続可能な形で確保するため、高岡市

急患センターの機能強化のための施設・設備の整備充実に向けた取組みを支援する。 

なお、詳細な施設・設備整備の内容、運営形態等については、今後、圏域内関係者

の協議により決定するものとする。 
 

② 救急輪番病院機能分担・連携強化事業 《砺波医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 １，２５６，０００千円 

（基金負担額 ６０１，８４５千円、事業者負担分 ６５４，１５５千円） 

前述のとおり、隣接の砺波医療圏内の救急医療の状況に起因し、同医療圏から高

岡医療圏への二次救急患者の流出傾向が、他圏域に比して著しい状況にある。このこ

とが高岡医療圏の二次救急医療機関の負担となっており、ひいては、持続的な救急体

制確保の大きな不安要因となっている。 

高岡医療圏の救急医療機関の負担軽減のためには、砺波医療圏からの患者流入

に歯止めをかける施策が必要である。そのためには、砺波医療圏内の二次救急体制

の拡充を図る必要があるが、同圏域内の人的資源は限られており、医療人材確保によ

る抜本解決は短期的には困難な状況にある。 

このため、砺波医療圏内における既存医療資源を最大限に活用しつつ、二次救急

医療体制の拡充を図るためのシステム構築に対して支援を行う。具体的には、圏域内

輪番病院による電子カルテ様式の統一化、情報共有のためのシステム構築等、ＩＴを活

用した、病院相互の機能分担・連携強化のための基盤強化に対する取組みを支援す

る。 

 

③ 砺波医療圏における一次救急体制強化 《砺波医療圏》 

・ 平成２５年度事業開始 

・事業総額 ７９，１３２千円（基金負担額 ４０，０００千円、事業者負担分３９，１３２千円） 

 

砺波医療圏急患センターを改修し、初期救急患者の受け入れ機能を強化するとと 

もに、砺波医療圏の基幹病院である砺波総合病院の負担軽減を図る。 
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 【在宅医療の推進】 

  総事業費 ８，０００千円 （基金負担分 ８，０００千円） 

 

 （目的） 

高岡医療圏の救急医療機関の負担を軽減するためには、圏域内の開業医等、既存の医

療資源を有効活用することで圏域全体の医療の受容力を上げるとともに、圏域内医療機関

の役割分担を図ることにより、基幹病院の過重負担を和らげることが必要である。 

このため、高岡医療圏において、在宅医療サービス基盤の整備を図る。 

 

○ 在宅歯科診療体制の強化 《高岡医療圏》 

・ 平成２２年度事業開始 

・ 事業総額 ８，０００千円（基金負担分 ８，０００千円） 
 
 歯科領域の在宅診療を充実させることで、患者の在宅療養環境を改善し、急性期病

院から慢性期病院、在宅医療への円滑な移行を支援するため、在宅歯科診療のため

の機材（歯科用ポータブル診療ユニット）の整備を行う。 
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